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令和元年度経営発達支援事業評価委員会開催

労働保険の手続きはお済みですか？？、労働保険年度更新の時期になりました！

防災・減災への取り組みを応援する制度をご存知ですか？、2020年7月1日よりレジ袋有料化がスタートしま

す！

●２ページ目

●３ページ目

●４ページ目
【編集岸本】
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新局長の挨拶

事務局長 岩木 雅邦

このたび、城野事務局長の後任として、事務局長に就任しました、岩木でござ
います。
前局長は商工会の経験も長く、人間的にも優れた方です。その後を受ける重責
に今は、戸惑うばかりです。
これから、会員の皆様に支えて頂き、また、事務局の職員に支えてもらわなけ
れば、職務を全うできません。ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。
木津川市商工会は、木津川市と共に発展をしています。多くの困難があると思
いますが、職員が一つになって、それに向き合い頑張ってまいります。
そして、少しでも、良い方向に向かえたらと考えています。
そもそも、その器ではありませんが、前に進んで行きたいと思います。
事務局の職員も多く入れ替わり、その中での出発でございます。
私も含め、ご迷惑をかけると思いますが、毎日、努力をしていきたいと考えてい
ます。
どうか、より一層のご指導、ご鞭撻をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただ
きます。 【 岩木 】
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平成 ３ １ 年 ３ 月 １ ５ 日付 け第 ６ 回 （ 経 済 産業大 臣 ） 認定 を 受け た本 事業は平

成 ３ １年 ４月 １日～令和 ６年 ３月 ３ １日の ５年間にわたる計画を開始いたしま し

た 。初年度とい う こ と もあ り 、手探 りの中で実施し多 くの関係者にご協力を賜り

お礼申し上げます 。

さ て 、事業の評価については経営発達支援事業の核となる ６分野 （ 経営分析

や事業計画策定等 ） と地域経済活性化に寄与する事業 １分野 、 円滑 な実施に

向けた支援能力向上の取組 ３分野の合計１ ０分野の評価とな ります 。

評価委員会へ臨む前に自己評価を行い 、事業計画策定や策定後の支援 、需

要動向調査 、資質向上の取組等において 、 １ ０分野中 ７分野が A 評価であ り 、

計画は概ね達成できた と発表 させていただきま した 。

一方 、 外部有識者 を始め と し た評価委員様か らは最終的な結果は 、 事業所

の売上 、 利益の向上に ど うつ なが っ たか であ り 、 所謂 アウ ト カ ムま で で き て初

め て A の評価にな るの ではないか とのご指摘を受けま し た 。 ま た 、単 な る計画

通りの遂行ではな く喫緊で起こ り う る問題 と して 、 B C P 計画や事業承継計画の

支 援や事業所同士の マ ッ チ ン グ も 行 っ て は ど う か と の ご 意 見 を い た だ き ま し

た 。

そ して 、現在多種多様な経営課題があ り 、 その よ う な支援が望まれている中

で経営支援員は更なる研鑽が必要だとのご意見を頂戴しま した 。

全体的な総評では 、評価委員長の吾郷氏からは予実管理につ いてはかな り

緻密に行 ってお り 、分析においても定性的 、 定量的な側面から行っ てお り 、高

評価に値する旨ご意見をいただきま した 。

次年度事業は 、 評価委員様のご意見 を加味 し 、 事業所様のご支援を行っ て

まい ります 。

【中山】
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労働保険の手続きはお済みですか??

～労働者を一人でも雇っている事業場は、労働保険に加入する義務があります～

職業の種類・雇用形態にかかわらず、事業に使用されるもので、労働の対価としての賃

金が支払われる者のことをいいます。
労働者とは？

「労災保険」と「雇用保険」の総称です。労働保険とは？

労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなっ

た場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
労災保険とは？

労働者が失業した場合や、働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を

受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
雇用保険とは？

遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収されます。また、労働災害が生じた場合、

労災給付金の全部または、一部が徴収されます。
加入を怠っていると？

商工会では、労働保険の事務代行（事務組合制度）を行っております。

労働保険の未加入事業所様及び労働保険事務負担を軽減されたい事業所様は、一度商工会までご相談下

さい。 【福井】

当会労働保険事務組合に事務委託されている事業所さまの労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更

新の時期となりました。労働保険料は、昨年の４月～今年の３月までにお支払いされた賃金額（建設業

等の事業所につきましては、元請金額など）を基に、労働保険料を確定し、７月１０日までに納付していた

だく必要があります。

現在雇用保険加入条件（１週間の所定労働時間が２０時間以上であり、３１日以上雇用見込みがあるこ

と）を満たす６５歳以上の方も報告の必要がありますので所定の資料に記載をお願いいたします。

また、建設業・建築事業等に該当する事業所様は、平成３１年４月１日～令和２年３月３１日までの完成

工事請負金額（増額、減額をわかるように）を『消費税抜き』で所定の資料に記載をお願いいたします。
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事業の種類
労災保険料率
（単位：1/1,000）

林業 60

漁業 18or38

建設事業 6.5～62

製造業 2.5～26

運輸業 4～13

その他の事業 2.5～13



木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3 
ＴＥＬ：72-3801 ＦＡＸ：72-6564

山城支所
木津川市山城町上狛北的場15
TEL：86-3157 FAX：86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田24
TEL：76-2970 FAX：76-7211

【近藤】

プラスチックは、非常に便利な素材です。 整形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化
や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。 一方で、廃棄物・資源制約、海
洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制
し、賢く利用していく必要があります。
このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でプラスチック製買物袋の有料化を行うこととなりまし
た。

対象となる事業者 対象となる買物袋

プラスチック製買物袋を扱う小売業（※）を営
む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者（製造業
やサービス業）であっても、事業の一部として
小売業を行っている場合は有料化の対象とな
ります。

※ 各種商品小売業、飲食料品小売業、医薬
品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業など

有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶた
めに用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋で
す。なお、紙袋や布の袋などは対象外となります。

価格設定や売上の使途

価格も売上の使途も、事業者自ら設定することとなり
ます。ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような
価格設定をすることは有料化にあたりません。

防災・減災への取り組みを応援する制度ご存知ですか？

昨今、異常気象による災害をはじめ、新型コロナウイルス発生など想定外の事態が起きており、経営に直

接的、間接的にさまざまな影響を及ぼしてきております。

その中でも自然災害に対しては、既に国や京都府、木津川市はハザードマップなどを公表しており、自社、

自店舗の所在地の地震、水害などの自然災害発生確率、発生時の被害程度を事前に想定することが可能

になっております。想定外の事態への対応に力を振り向けるためにも、事前に想定程度を知り、備えること

は事業を継続していくのに非常に重要です。

■ハザードマップ （ネットで検索して簡単に確認できます）
・木津川市ハザードマップHP （http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,13034,12,369,html ）
・国土交通省ハザードマップポータルサイト （https://disaportal.gsi.go.jp/）
・J-SHIS地震ハザードステーション（ http://www.j-shis.bosai.go.jp/）
■中小企業庁ＨＰ （https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm）

国は、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を『事業継続力強化計画』として経済産
業大臣が認定する制度を設けています。認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点

などの支援策が受けられます。ぜひご活用ください。 【森山】

ＮＮＩ (株) 様 認定！ ～災害に負けない事業継続力を強化～

ＮＮＩ(株)様（代表取締役北川清一郎氏）が、令和2年2月20日付けで経済産業大
臣（近畿経済産業局）から『事業継続力強化計画』の認定を受けられました。

事 業 ： 光学設計、超精密ガラスレンズ成形
所在地 ： 木津川市山城町椿井水垣内 18-3
TEL ：0774-46-9321 FAX ：0774-46-9322

今回、計画の取りまとめをされた
製造課 課長
山口武彦氏
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